
労働法概論 
憲法 

（国民に対し「国」が約束すること） 

民法 

（私人のルール） 

労働法 

（契約自由の原則を 

修正） 
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１．私的自治 
→契約自由の原則 
 （ただし、修正する場合あり） 
１．私的所有権絶対の原則 
１．権利能力平等の原則 

１．取締法 
１．強行法規 
（強制的に契約内容を 
 変えさせる力） 
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民法↔労働基準法（契約自由部分と強行法規部分について） 
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①契約自由の部分 
・給料の額（最低賃金以上の額） 
・服務規定 
・人事異動 
・試用期間の設定 
・契約期間の設定 
・残業の有無 
・休職期間 
・慶弔休暇 
・定年年齢（60歳以上再雇用必要） 
・退職金の有無 
・退職時の引継ぎ 
・懲戒事由・種類（減給制裁は強行規定あり） 

・解雇の事由（具体的内容） 
・PC・メール取扱 など 

②強行法規の部分 
・労働時間・休日の設定 
・解雇の予告 
・最低賃金 
・時間外・休日労働を命じる際の 
協定の締結 
・割増賃金の率 
・年次有給休暇 日数 
・給料の支払日、方法 
・セクハラ対応 など 

労働基準監督署 
（行政）が職権で 
監督・指導できる部分 

→労働基準法 

契約内容についての 
トラブルを、 
裁判所（司法）が 
判断する部分 
判断基準； 
・客観的合理性 
・権利濫用など 

→労働契約法 

労働契約 
労働契約の内容を 
具体的に書いたものが 

「就業規則」「雇入通知書」 
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・男女雇用機会均等法 
・パートタイム労働法 
・労働者派遣法 
・育児介護休業法 
・高齢者雇用安定法 
・最低賃金法 
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◆労働基準法 
  （労働安全衛生法） 

・労働組合法 
・労働関係調整法 

・雇用保険法 
・労働者災害補償保険法 
・職業安定法 

労働法って？ 

昨今、特に保護や権利の拡充が
求められている人に関する法律 

◆労働契約法 
◆労働基準法 
労働契約法は注目！ 
労働基準法は重要 

・失業や業務上の負傷の際の 
セーフティネット 
・職業選択の自由、均等待遇、 
ハローワークの業務など 

労働法という一つの 
法律はない 

◆労働契約法 
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憲法 

民法 

労働法 


